
この保証料は、2024年度採用者の保証料月額であり目安です。
最新の情報は、日本学生支援機構のホームページをご確認ください。
保証料は、日本学生支援機構が原則として毎月の奨学金貸与額
から差し引いて徴収し、保証機関である日本国際教育支援協会
に支払います。

～自分の意志と責任で申し込みができる!!～
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奨学金を返還しなければならないことには変わりありません。

奨学金を借りるには
保証が必要なのか
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一定の保証料を支払う必要があり、毎月の奨学金貸与額から差し引かれます。

所得連動返還方式・大学院修士段階の授業料後払い制度のご利用には、機関保証制度への加入が必要です。



※ 返還誓約書には、「本人以外の連絡先」（連絡が取れない場合に本人の住所・電話番号を照会できる人）の自署が必要です。
※ 進学届提出時（予約採用の場合）またはスカラネット（在学採用の場合）で入力した誓約日時点で本人が未成年の場合は、
　 返還誓約書、保証依頼書に親権者の自署が必要です。

   所得連動返還方式・
大学院修士段階の授業料後払い制度
のご利用には、機関保証制度への

加入が必要です。

奨学生採用後に

申し込み時に

申し込むことができます。

しっかり書類を読んで、
機関保証を選択するよ！

返還誓約書、保証依頼書を提出するよ！
しっかりチェックして、自分で署名！
連帯保証人も保証人も必要ないよ！

スカラネット・パーソナル
（インターネット）
又は金融機関窓口で加入手続き

奨学金返還のための口座を準備するよ

詳しい内容は、日本学生支援機構のホームページや、

「奨学金を希望する皆さんへ」（ホームページ内に掲載の動画）を

ご確認ください。

「機関保証制度について」

奨学金の申し込み時に機関保証を

保証料を振り込む必要はありません。

保証料の試算もできます。

「奨学金貸与・返還シミュレーション」

第一種奨学金の
機関保証制度について⇨

第二種奨学金の
機関保証制度について⇨


